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１．目的 

・ 市では平成１９年度以降、市職員による事業点検部会において４８６の事務事業

一つ一つに対して点検を行い、事業を４つの方向（拡大、現状維持、適正化や規

模縮小、凍結・撤退）に整理しました。その結果一定の見直しが図れ、効果を上

げてきました。 

・ 今後、財政基盤の更なる安定と市民満足度の向上を図っていくため、もう一段の

事業の見直しをしていかなければなりません。事業の見直しに際しては、市民の

利便性・快適性の向上が図られているか、事業効果が本当に上がっているかとい

った視点とともに、ゼロベースの発想（※１）に立って業務及びそのプロセスを

点検していくことが必要です。 

・ そこで、市民目線から事業のあり方・方向性を評価する「市民による事業評価」

を実施し、庁内検討では切り込みが難しかった事業の見直しや、更なるアウトソ

ース（※2）の検討などを進め、より良い事業の展開を目指します。 

 

２．対象事業と評価の視点 

（１）対象事業 

・ 下記の視点から挙げた対象事業候補の中から、庁内の行財政改革推進本部にて１

６事業に絞り、市民評価委員に提示します。 

 第３次行財政改革大綱・後期実施計画に掲げた個別事業の項目（No.１４～

７６）のうち「進捗への認識」が未達の事業 

 第３次行財政改革大綱・後期実施計画期間中に民間委託を進めた事業 

 各部より課題とされていた事業 

・ 第 1 回準備会にて、事業評価本番で評価する７事業を市民評価委員に選択して

いただきます。 

 

（２）評価の視点 

・ 各事業の評価は、次のような方向性に整理します。 

①「このままでよい」    ⇒現状維持 

②「こうすればよい」    ⇒経費節減につながる改善 

③「更なる取り組みが必要」 ⇒経営資源（人・物・財源・情報）の更なる投入 

④「縮小の方向へ」     ⇒規模縮小（将来の廃止も含む） 

・ ②、③、④については「何を、どうすれば良い」という具体的なご提案をいただ

きたいと考えています。 

 

※1 ゼロベースの発想･･･現状ありきの発想ではなく、白紙の状態から発想すること。 

※2 アウトソース･･･市職員が直接担っている業務を民間企業、市民団体等に委託する

こと。 

 

市民による事業評価 実施要領 
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３．スケジュールと進め方 

（１）スケジュール 

回 日時・場所 内容 

第１回 

準備会 

1 月２２日（日） 

午後 1 時 30 分から 

午後 5 時 30 分まで 

北庁舎 第 2 会議室 

・市民による事業評価 開催要領 

・これまでの行財政改革の取り組み 

・自己紹介、代表者と副代表者決め 

・事業評価対象事業候補の概要説明、 

 質疑応答 

・事業絞り込み 

・鍵となる質問作り 

第２回 

準備会 

2 月４日（土） 

午後 1 時 30 分から 

午後 5 時 30 分まで 

北庁舎 第 2 会議室 

・事業評価対象事業の所管課による 

 事業説明 

・質疑応答 

・事業評価対象事業の論点整理 

事業評価 

当日 

2 月 19 日（日） 

午前 9 時 00 分から 

午後 4 時 50 分まで 

市民センター 第 1・2 会議室 

・事業評価対象事業の所管課による 

 概要説明 

・ファシリテーター（※３）より論 

 点復習 

・質疑応答、討議 

・方向性の整理、評価結果のまとめ  

 

・ 準備会、事業評価当日ともに、傍聴できます。 

 

 

（２）進め方 

・ 議論内容を「見える化」するために、ワークショップ（※４）手法を取り入れま

す。 

・ ファシリテーター（市民評価委員の代表者）を中心に、議論を進めます。 

・ 市民評価委員からの評価結果（４つの方向性と具体的な改善方法）を参考に、庁内

検討、行財政改革審議会での審議を行い、市の方針を決定します。この場合、市が

決定した方針と市民評価委員からの評価結果は異なることがあります。 

・ 進め方の詳細については、P.5「事業評価の進め方」をご覧ください。 

 

 

※３ ファシリテーター･･･メンバーの意見を引き出し、合意形成を促す役。 

※４ ワークショップ･･･参加者が課題や情報を共有し、互いの立場や多様な意見を尊

重・理解し合いながら解決策や提案をまとめていく参加・体験型の検討作業の場。 
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４．市民評価委員 

市民評価委員は公募された 8 名で構成します。 

 

５．第 1 回準備会の会場レイアウト 

北庁舎第 2 会議室 

 

 

※ お手洗いは市民センター（北庁舎を出て左手の建物）1 階を、喫煙所は市民セン

ター2 階または図書館前をご利用ください。 

 

玄関ホール入 口

スクリーン

受付受付

ホワイトボード

事務局

評価委員

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ

傍聴者傍聴者
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１．基本的な進め方（意見のまとめ方）  

事業の評価に向けて、各段階のテーマに沿って次の手順で議論を進めていきます。 

 

・ 委員各自が、テーマに対する意見を出来るだけ多くのカードに書き出します。 

・ 意見は１つの意見ごとに１枚のカードに書き出していきます。 

・ 意見についての説明を加えながら、書き出したカードを模造紙に貼り出していき

ます。 

・ 委員全員で意見交換を行いながら、似通った意見を並べ替え、グループ化します。

その場で出された意見もカードに書き出し、模造紙に加えていきます。 

・ 出来上がったグループに表題をつけ、テーマに対する議論のまとめを行います。 

 

２．メンバーと役割 

議論はファシリテーター役の代表者 1名とそれを補佐する副代表者 2名を中心に、

市民評価委員 8 名で進めていきます。 

 

事務局→会議全体の時間管理、進行管理を行います。 

所管職員→事業内容の説明、質問に対する回答を行います。（第 2 回準備会、事

業評価当日） 

 

３．議論を進める上でのルール 

・ 委員全員が対等な立場にあり、自由な発言を行うことを尊重してください。 

・ 各委員の発言を尊重し、はじめから否定することのないように配慮してください。 

・ 限られた時間の中で各委員ができるだけ多く発言できるよう、発言時間が長くな

りすぎないように配慮してください。 

・ 特定の個人や団体などの誹謗中傷につながる発言はしないようにしてください。 

・ 全体を見渡した視点から議論を行い、特定の地域や団体などの個別利益を優先す

る立場に陥らないようにしてください。 

・ 意見が対立した場合は、問題の所在などを明らかにした上、合意形成に向けてお

互いに歩み寄るようにしてください。 

・ 一度合意した内容は尊重し、議論を前に進めるようにしてください。 

・ 会議の内容の取り扱いについては、十分に注意してください。（ツイッターやブ

ログへの書き込みなど） 

・ 欠席や遅刻をされる場合は事務局に連絡をお願いします。 

事業評価の進め方 
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４．議論のテーマと各回の進め方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1 回準備会 

※ 市民による事業評価の開催要領、これまでの行財政改革の取り組みについて事務

局から説明します。（25 分） 

※ 自己紹介し、代表者 1 名、副代表者 2 名を決めます。（10 分） 

※ 事業説明資料（事業プロファイル）の見方、対象事業候補の概要について事務局

から説明し、質疑応答を行います。（65 分） 

 

 

対象事業候補から事業評価を行う 7 事業を絞り込みます。 

 

手順① どの事業について事業評価を行うか、自由に意見を出していきます。1 人 3

つ以上。（30 分）  ここでは意見のまとめは必要ありません。 

手順② 出された意見を踏まえて、委員全員の挙手による多数決で対象事業を 7 事

業に絞り込みます。（10 分） 

 

 

多数決のルール 

挙手は 1 人 7 回とします。同点のときは全員

で再度多数決をとることとします。 

第 1 回準備会 

第 2 回準備会 

事業評価当日 

Ⅰ 対象事業の絞り込み 
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どのような視点で事業評価を行っていくか考え方を整理し、鍵となる質問を作って

いきます。（60 分） 

 

手順① 事業を評価する上で必要となる視点について自由に意見を出してください。 

手順② 意見をまとめながら、質問事項（鍵となる質問）を作っていきます。質問

はいくつでも結構です。 

 

第 2 回準備会 

※ 個別の事業についての検討を始めます。１事業ごとに所管からの説明、Ⅲ質疑、

Ⅳ論点の整理を繰り返し行っていきます。 

※ まず、所管課から事業の説明を行います。（10 分） 

 

 

 

その事業についての理解を深めるために、疑問に思う点など自由に質疑を行います。

（10 分） 

 

 

 

事業の論点を整理します。（10 分） 

 

手順① 事業の問題点、課題について意見を出してください。 

手順② 意見をまとめながら、論点を 2 つ程度に整理します。 

 

※ 1 事業につき 30 分程度で行い、途中で休憩をとります。 

※ 事業評価当日までに論点に沿って意見を意見カードに 1 事業 1 つ以上書いてき

てください。 

質疑の進め方 

第 1 回準備会で作った質問を、事業ごとに具体

化するようなイメージで進めてください。 

質問づくりの考え方 

個別の事業についてではなく、事業評価を行う上での質問を考えていきます。 

市の事業はどのように実施されるべきでしょか。どういった要件が満たされていれば事業として高

く評価できるでしょうか。（例えば…） 

 必要な事業、評価の高い事業とは…行政でしか実施することが出来ない事業→「（質問）その事業

は行政でなければ実施できないものですか」 

Ⅱ 鍵となる質問作り 

 

Ⅳ 論点の整理 

 

Ⅲ 質疑 
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事業評価当日 

※ 引き続き個別事業について検討を進めていきます。１事業ごとに所管からの説明、

論点の復習、Ⅴ方向性の整理、Ⅵ評価を繰り返し行っていきます。 

※ 所管課から事業概要を説明します。（5 分） 

※ 代表者を中心に、前回整理した論点を復習します。（5 分） 

 

 

 

事業をどのように行っていくべきか、その方向性を整理していきます。 

 

手順① 論点ごとに書いてきた意見を発表しながら、他に意見があれば自由に出し

てください。（15 分） 

手順② 論点ごとに今後どのようにしていくのが良いか、アイデアを出していきま

す。（１０分） 

手順③ アイデアをまとめながら、事業の評価を 4 つの方向性に整理していきます。

（5 分） 

 

 

 

整理された意見を振り返りながら評価を集約します。（10 分） 

※ 1 事業につき 50 分程度で行い、途中適宜休憩をとります。 

4 つの方向性 

このままでよい・こうすればよい・更なる

取り組みが必要・縮小の方向へ 

Ⅴ 方向性の整理 

Ⅵ 評価 
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５．タイムスケジュール 

第 1 回準備会 1 月 22 日（日）市役所北庁舎 1 階 第 2 会議室 

時間 内容 

13：30～13：40 開会挨拶 

13：40～13：50 事業評価の開催要領説明 

13：50～14：05 これまでの行財政改革の取り組み説明 

14：05～14：15 自己紹介、代表者・副代表者決め 

14：15～14：25 休憩（10 分） 

14：25～15：30 対象事業候補の概要説明、質疑応答 

15：30～16：10 対象事業の絞り込み 

16：10～16：20 休憩（10 分） 

16：20～17：20 鍵となる質問作り 

17：20～17：30 本日の振り返り 

 

第２回準備会 2 月 4 日（土）市役所北庁舎 1 階 第 2 会議室 

 時間 内容 

13：30～13：35 本日の実施要領 

13：35～14：05 １事業目 

14：05～14：35 ２事業目 

14：35～14：45 休憩（10 分） 

14：45～15：15 ３事業目 

15：15～15：45 ４事業目 

15：45～16：15 5 事業目 

16：15～16：25 休憩（10 分） 

16：25～16：55 ６事業目 

16：55～17：25 ７事業目 

17：25～17：30 本日の振り返り 
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事業評価当日 2 月 19 日（日）市民センター2 階 第 1・2 会議室 

時間 内容 

 9：00～ 9：15 
開会挨拶 

本日の実施要領 

 9：15～10：05 １事業目 

10：05～10：20 休憩（15 分） 

10：20～11：10 ２事業目 

11：10～12：00 ３事業目 

12：00～13：00 昼食・休憩（60 分） 

13：00～13：50 ４事業目 

13：50～14：40 ５事業目 

14：40～15：00 休憩（20 分） 

15：00～15：50 ６事業目 

15：50～16：40 ７事業目 

16：40～16：50 
本日の振り返り 

閉会挨拶 

 



 

対象事業候補のプロファイル 

 

１１ 

事業プロファイルの見方 

 事業評価の対象事業候補 16 事業について作成した事業プロファイル（※１）の

見方は次のとおりです。 

 

《左ページ》 

① 事業名称 

予算上の事業名称 

② 担当所管 

事業を所管する部・課 

③ 事業目的 

事業を実施する目的 

④ 事業対象者 

事業の主な対象者 

⑤ 事業内容 

事業の主な内容 

 

 

《右ページ》 

⑥ コスト 

事業に係る事業費、人件費を合わせた

コストと、その財源の内訳（詳細は後

述） 

⑦ 課題 

事業を継続するうえでの課題 

 

○A  コスト内訳 

21 年度決算、22 年度決算、23 年度

予算の事業費の内訳と、23 年度の人件

費。人件費は事業に係る正職員、再任 

用職員、嘱託職員のそれぞれの工数（※２）（単位：人年）と、各区分の平均人件

費（単位：千円/年）を、積算することにより算出。 

平均人件費 正職員：7,708 千円 再任用職員：3,111 千円 嘱託職員：2,984 千円 

○B  財源内訳 

事業に係る 23 年度予算の財源の内訳。財源は一般財源と特定財源に大きく分け

られる。 

一般財源：特定財源を除いた市で純粋に負担する財源 

特定財源：国・都支出金、使用料、手数料など、その事業に充てるべき財源 

※１ プロファイル･･･元々は人物の輪郭や概略を意味する。事業プロファイルは、各事

業を議論するうえで必要となる概略をまとめたもの。 

※２ 工数･･･事業に係る作業時間、仕事量のこと。1 人が 6 ヶ月間、従事した場合、

0.5 人年となる。 

※１　●●…▲▲▲▲のこと。

●●事業費

No.● 

●●部
▲▲課事業名称 担当所管

事業プロファイル

１

５

４

３

２

事業目的

事業対象者

事業内容

No.●　●●事業費

　　 　コスト内訳 　　　財源内訳

※人件費は23年度のみ算出。算出方法は「プロファイルの見方」参照。

※２　●●…▲▲▲▲のこと。
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国・都

支出金

2,600 

使用料
300 

７

６

Ａ Ｂ

コスト

課題



事業対象者

※２　OJT･･･On-the-Job Traininｇ　職場内研修として、先輩職員が後輩職員に対し具体的
な仕事を通じて指導を行う。

※１　東京都市町村職員研修所･･･多摩26市、3町、1村・島しょ地域、2町7村）の職員を対象
とする共同研修機関。「東京市町村総合事務組合」が設置し、運営する。

※独自研修の一部は職員が講師を務めている。
※東京都市町村職員研修所の研修計画は前年度の11月頃に発表されるが、研修内容は
ニーズ等により左右されるため、当市独自の課題に対して必要な研修がすべて実施されるわ
けではない。また、派遣できる人数が限られているものもあるため、不足する部分は市の独
自研修で補完している。

地方分権時代にふさわしい基礎自治体として、自立性と独自性、地域性をもちながら、住民
が満足する市政を推進する原動力となる人材を育成するため、必要な研修を実施する。

市職員

各種研修（市の独自研修）の計画、実施を行う。
他の各種機関が実施する研修への職員の派遣を行う。

市の研修体系

事業プロファイル No. 1

事業名称 職員研修関係経費 担当所管
総務部
人事課

東京都市町村職員研修所（※１）などで実施する

研修。 

職員研修 

独自研修 
職層別研修  

専門研修 

派遣研修 

自主研修 

事業内容 

事業目的 

事業対象者 

  目的 研修の種類 実施回数 延べ参加者数 

独
自
研
修 

職
層
別
研
修 

各職層に求められる研修を実施。特に、「職場内研修」

＝ＯＪＴ（※２）研修の充実に重点を置き、新人職員の配

属先職場において、組織ぐるみで問題解決を図る体制

づくりを図る。 

14種 23回 491人 

専
門
研
修 

実務上必要な基礎的知識・能力の習得を図る「実務研

修」、コミュニケーション能力・接遇能力などの向上を図

る「能力開発研修」などを実施する。 

28種 53回 1,309人 

派
遣
研
修 

職
層
別
研
修

（必
修
） 

各職層の職員に求められる基礎的知識及び必要能力の

向上を図る。 

16種 60回 213人 

選
択
研
修 

講師養成研修、法務研修、自治体経営研修等、業務上

必要となる知識、能力の習得、向上を図る。 

55種 89回 211人 
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No.1 職員研修関係経費

コスト内訳 財源内訳

※その他には、東京都市町村総合事務組合（※３）の負担金（H23：2,714千円）が含まれる。
※人件費は23年度のみ算出。算出方法は「プロファイルの見方」参照。

※３　東京都市町村総合事務組合･･･東京都の全市町村で組織する一部事務組合。東京自
治会館の設置・管理運営事業、住民の交通災害共済事業、共同で実施する市町村職員の研
修事業等を行う。

●組織力の向上
職員の大量退職時代を迎え、職員の世代交代が進む中で、市としては、職員ひとりひとりの
能力向上、組織力の向上を図る必要がある。そのため、職員としての入口である新人研修に
ついては、ＯＪＴによる即戦力化を図り、指導員については指導力の充実を図っている。

●自治体職員として求められるスキル
研修内容については、受講者へのアンケート調査等により毎年見直しを行っているが、現
在、新たな人材育成推進方針の策定に向けた検討を進めており、自治体職員として求められ
るスキル、社会情勢に応じた能力を明確にする中で、より時代の要請に応える人材を育成す
るために必要な研修を計画的に実施していく必要がある。

8,378 8,101 7,609 

1,396  1,383  1,462  

2,958  2,770  2,747  

5,321  

0 

5,000 

10,000 

15,000 

20,000 

21決算 22決算 23予算 

（千円） 

人件費 

その他 

独自研修委

託料・謝礼 

派遣研修負

担金 

100% 

一般財源 

11,818  

  

コスト 

課題 
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●委託業者と市職員の業務

事業プロファイル No. 2

事業名称 庁舎維持管理経費
（庁舎電話交換業務委託料）

担当所管
総務部
総務課

電話交換業務は、市役所業務日において市と市民をつなぐ重要な役割を担っている内外線
電話の交換業務を行い、市の業務が円滑に行われることを目的としている。
行財政改革の一環として職員定数の適正化を図るなかで、公の役割を見極め、事務事業の
見直しを図るため、平成21年度より、業務を民間へ委託する。

市民からの電話の問い合わせなどについて、市役所として最初にサービスを提供する総合
的な窓口であり、電話の取次ぎを希望する所管へ迅速且つ的確に内容を判断し、繋ぐ。
時間は8時15分から17時15分までであり、その他の時間帯は宿直による対応となっている。
簡単な問い合わせに関しては、その場で回答を行っている。（1割程度、回答に必要な基本的
事項を記載したマニュアルを備えている。）

その他、各所管からの依頼に基づき、臨時的に庁内放送を実施する。（年間400件程度）

市役所代表番号への電話問い合わせされたかた
来庁者

（平成20年度集計）　1日平均1,500件程度　最大1日2,205件
（平成21年度集計）　1日平均1,500件程度　最大1日2,395件

●委託業者の人員配置：人員は7名。常時4名配置し、交替で休憩を取っている。（電話交換
台3台、昼休み時間帯は電話の本数が減少するため2台で対応）

●委託の期間：平成21年4月より民間委託化。21年度については単年度の契約。22年度から
は3ヵ年の契約を行っている。（平成22年4月～25年3月）

事業内容 

事業目的 

事業対象者 

委託業者の業務 市職員の業務 

電話交換業務 

庁内放送業務 

交換手からの報告（電話交換業務日誌を含む）、相談等の対応 

交換手と各所管職員との調整 

交換手のサポート 

庁内放送依頼の受付、調整 
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No.2 庁舎維持管理経費（庁舎電話交換業務委託料）

コスト内訳 財源内訳

委託によるコスト減

※人件費は23年度のみ算出。算出方法は「プロファイルの見方」参照。

課題

民間委託を開始してから3年目となる現在、電話交換・庁内放送業務に関して特別なトラブル
は発生していない。

●安定したサービスの維持
電話交換業務に関しては一定の経験が必要な業務であるため、経験者を配置している。ただ
し、人員の入れ替わりによる経験年数の差等もあり、安定した応対を維持することが難しい部
分もある。現在は、市の職員によるマニュアル作成、サポート等を行うことで対応している。

7,865 
6,999 7,000 

1,542  
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4,000 
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8,000 
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庁舎電話交換

業務委託料 
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一般財源 
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課題 
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20,000  

30,000  

40,000  

委託しなかった場合 23年度（委託後） 

（千円） 

  人件費 

  委託料 
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（１）各種証明書等の交付請求の受付、作成及び申請書（請求書）の整理整頓

　●各種証明書等（住民票の写し、戸籍の証明、印鑑登録証明等）の発行の流れ

（２）人口動態、戸籍の附票の記録の入力及び市町村間等の通知業務

（３）住民基本台帳の記録の入力及び転出証明書の交付

（４）印鑑登録業務及び関連書類の整理整頓

　●住民異動届や印鑑登録の流れ

住民基本台帳の記録の入力並びに各種証明書等の交付請求の受付、作成等は、市民の身
分関係を公にして記録し、公証する上で必要な事務である。これを民間委託し、コストの削減
を図ることを目的とする。

戸籍・住民基本台帳事務経費
（入力業務等委託料）

証明書等の発行を希望する来庁者

No. 3

市民部
市民課

事業プロファイル

事業名称 担当所管

各種証明書の交付
請求の受付 

各種証明書
の作成 

交付（市職員
が行う） この部分を委託 

各種届出の受付（市
職員が行う） 

入力業務 この部分を委託 

事業内容 

事業目的 

事業対象者 

委託先

平成20年度以前 21年4月～22年3月 22年4月～25年3月

市職員
株式会社アール・
オー・エスデザイン

日本コンベンション
サービス株式会社
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No.3 戸籍・住民基本台帳事務経費（入力業務等委託料）

コスト内訳 財源内訳

委託によるコスト減

※人件費は23年度のみ算出。算出方法は「プロファイルの見方」参照。

●3年ごとに行う入札による事務量の増
3年ごとに入札を行うため、そのたびに委託先の業者が変わる可能性がある。新規の委託先
の場合は業務について新たな研修が必要となる。また、業務に関する知識も低下するので、
業務に対する市職員との協議が増加する。

●委託部分の業務の質の維持
住民基本台帳には正確性が求められ、住民基本台帳の理解を前提として機械操作の慣れや
誤字・俗字・正字などの判断等専門性と習熟度が必要である。また、各種証明書等の受付、
作成も知識と経験が必要である。委託先が変わった場合や、社員の退社により新たな社員が
加わった場合などは、経験不足による質の低下がある。

●委託部分の業務に関する知識を持つ市職員の減少
住民基本台帳の入力等、委託部分の業務をできる職員が、人事異動等により今後減少して
いく。

20,607  19,725  19,726  

771  

0  
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25,000  
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人件費 

入力業務

等委託料 

100% 

19,726  

手数料・委託金 

コスト 

課題 

19,726  
32,457  

771  

0  

10,000  

20,000  
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40,000  

20年度（委託前） 23年度（委託後） 

（千円） 人件費 
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委託しなかった場合  23年度（委託後） 
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ふれあいセンターは、地域住民の相互の信頼に基づき、住民の交流を促進し、住み良いまち
づくり、地域の文化の振興を図る拠点として設置されたものである。ふれあいセンターを指定
管理者制度（※１）を用いて効率的かつ効果的に運営し、市民サービスの向上と経費の節減
等を図る。

地域の自主的なコミュニティ活動の展開を図る5ヵ所のふれあいセンターを設置する。

 

　　使用時間　：　午前9時から午後9時30分まで
　　休館日　　：　　栄町、秋水園…毎週月曜、年末年始
　　　　　　　　　　　多摩湖、恩多、久米川…毎週水曜、年末年始
　　利用料　　：　 有料。金額は各施設各部屋によって異なる。

管理運営は、平成18年4月よりセンターの利用者、近隣住民、自治会の方々で構成された各
センターの市民協議会が指定管理者として行なっている。（現在の指定期間は平成23年4月1
日から28年3月31日まで）

ふれあいセンター管理経費

市民（主な受益者は各施設対象エリアの住民）

※１　指定管理者制度…公の施設の管理を市が指定した民間事業者などに任せ、住民サー
ビスの向上を図るとともに、施設の適正かつ効率的な運営を図るもの。平成15年9月に地方
自治法の一部が改正され、開始された。

No. 4

市民部市民協働課
資源循環部ごみ減量
推進課

事業プロファイル

事業名称 担当所管

事業内容 

事業目的 

事業対象者 

指定管理者の業務

・センターの使用の承認、不承認、取り消し行為
・センターの使用に伴う受付・案内業務
・利用料金の設定、徴収、減免
・使用に伴う各種申請書、許可書その他必要な書
類等の印刷
・地域ニーズに則したコミュニティ活動事業を行うこ
と
・施設及び付属設備、物品を適正に維持管理する
こと
・災害時の初期対応
・緊急時、非常事態時の避難誘導

イベント事例

・季節の行事や健康増進の集い
・利用団体・サークルの交流を図るカラオケ大
会・芸能大会・囲碁将棋大会
・地域のかたを講師に迎えた、各種講演会
・防犯･防災等の講習会
・子育て中のかたを対象とした情報交換や絵
本の読み聞かせ

施設名称 所在地 開館日
22年度年間利用回数

（複数部屋合計）

多摩湖ふれあいセンター 多摩湖町1丁目18番地16 平成11年6月1日 1,248
恩多ふれあいセンター 恩多町5丁目40番地1 平成13年4月21日 2,954
栄町ふれあいセンター  栄町2丁目25番地5 平成14年6月1日 1,817

久米川ふれあいセンター 久米川町3丁目16番地4 平成15年6月1日 1,658
秋水園ふれあいセンター 秋津町4丁目24番地12 平成15年7月1日 2,376
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